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る
う
え
に
潮
流
が
速
い
な
ど
、
航
海
の
難
所
が
数
多
く
存
在
し
、

さ
ら
に
、
台
風
、
季
節
風
、
濃
霧
な
ど
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
厳
し

い
気
象
条
件
が
加
わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
海
域
ご
と
に

特
色
の
あ
る
海
難
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
各
地
方
海
難
審
判
庁
で
は
、
各
海
域
ご
と
の
特
色
あ

る
海
難
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
分
析
を
行
い
、
地
方
分
析
集
を
発
刊
し

て
、
き
め
細
か
な
海
難
防
止
の
た
め
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

海
難
審
判
庁
で
は
、
平
成
16
年
に
５
７
７
０
件（
６
７
３
９
隻
）

の
海
難
情
報
を
入
手
し
、
７
６
０
件
に
つ
い
て
海
難
審
判
を
行
い
、

海
難
原
因
を
究
明
し
て
裁
決
の
言
渡
を
行
い
ま
し
た
。

海
難
の
発
生
に
は
、
運
航
者
の
知
識
・
技
能
・
経
験
、
船
体
・

機
関
の
構
造
及
び
整
備
状
況
、
運
航
支
援
体
制
の
ほ
か
、
地
形
・

気
象
・
海
象
な
ど
の
自
然
的
条
件
、
船
舶
交
通
の
輻
輳

ふ
く
そ
う

状
況
、
交

通
ル
ー
ル
、
航
路
・
航
行
援
助
施
設
・
管
制
等
の
交
通
環
境
な

ど
が
複
雑
に
関
係
し
て
お
り
、
直
接
的
な
海
難
原
因
と
と
も
に
、

海
難
防
止
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

〜
海
難
の
教
訓
か
ら
安
全
の
創
出
〜

高
等
海
難
審
判
庁

そ
の
背
景
と
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
当
庁
で
は
、
海
難
調
査
や
裁
決
で
明
ら
か
に
な

っ
た
海
難
原
因
な
ど
の
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
蓄
積
し

て
お
り
、
こ
れ
を
基
に
、
統
計
的
分
析
を
行
っ
て
海
難
の
傾
向

や
問
題
点
を
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
個
々
の
海
難
事
例
に
つ
い

て
も
各
種
分
析
方
法
を
用
い
て
詳
細
な
原
因
分
析
を
行
い
、
そ

の
結
果
を
取
り
ま
と
め
て
、
関
係
官
庁
、
関
係
団
体
及
び
教
育

研
究
機
関
を
は
じ
め
、
海
事
関
係
者
、
漁
業
関
係
者
な
ど
に
広

く
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。

海
難
事
例
の
分
析
で
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
概
念
を

取
り
入
れ
た
分
析
手
法
を
用
い
、
海
難
発
生
ま
で
の
経
緯
を
時

系
列
に
表
し
、
事
象
の
連
鎖
を
追
求
す
る
た
め
の
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
ツ
リ
ー
分
析
や
、
抽
出
さ
れ
た
背
景
要
因
を
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
（
Ｍ
）、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
Ｓ
）、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
（
Ｈ
）、
環

境
（
Ｅ
）、
人
（
Ｌ
）
に
分
類
す
る
Ｍ
‐
Ｓ
Ｈ
Ｅ
Ｌ
モ
デ
ル
を
用

い
て
、
詳
細
に
海
難
原
因
の
分
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
１
）
海
難
分
析
集
の
発
刊

船
舶
の
種
類
、
海
難
の
態
様
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
直

接
的
な
原
因
と
背
景
要
因
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
結
果
と
個
々

の
海
難
事
例
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
か
ら
、
具
体
的
な
海
難
防
止

対
策
を
提
言
し
た
海
難
分
析
集
に
取
り
ま
と
め
、
海
事
施
策
や

海
難
防
止
対
策
の
策
定
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
官
庁
な
ど

に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
直
接
海
難
防
止
に
役
立
て
て
い
た
だ

く
た
め
、
海
事
関
係
者
、
漁
業
関
係
者
な
ど
に
広
く
提
供
し
て

い
ま
す
。

最
近
で
は
、「
底
び
き
網
漁
船
の
操
業
中
に
お
け
る
転
覆
・
沈

没
海
難
」、「
遊
漁
船
・
瀬
渡
船
海
難
の
分
析
」、「
プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー
ト
の
海
難
」、「
Ｇ
Ｐ
Ｓ
と
海
難
」、「
内
航
貨
物
船
海
難
の

分
析
」
を
発
刊
し
ま
し
た
。

ま
た
、
日
本
沿
岸
は
、
狭
く
て
屈
曲
し
た
複
雑
な
地
形
で
あ

海
難
原
因
の
分
析
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（
１
）
漁
船
海
難
防
止
強
化
旬
間
で
の
活
動

海
難
審
判
庁
、
国
土
交
通
省
海
事
局
、
海
上
保
安
庁
及
び
水

産
庁
が
連
携
し
、
平
成
16
年
９
月
「
漁
船
海
難
防
止
強
化
旬
間
」

を
設
け
、
漁
船
海
難
及
び
こ
れ
に
伴
う
死
亡
・
行
方
不
明
者
の

減
少
へ
向
け
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
全
国
一
斉
に
展
開
し
ま
し
た
。

こ
の
中
で
当
庁
は
、
全
国
で
開
催
さ
れ
た
海
難
防
止
講
習
会

や
海
上
で
の
船
艇
に
よ
る
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
に
お
い
て
、
安
全

操
業
や
救
命
胴
衣
の
着
用
を
強
く
訴
え
ま
し
た
。
ま
た
、
漁
業

協
同
組
合
や
岸
壁
に
係
留
中
の
漁
船
を
訪
問
し
て
同
様
の
指
導

を
行
い
、
海
難
防
止
思
想
の
普
及
・
啓
蒙
に
努
め
ま
し
た
。

（
２
）
居
眠
り
運
航
撲
滅
を
呼
び
か
け

昨
年
、
瀬
戸
内
海
で
居
眠
り
に
よ
る
内
航
貨
物
船
の
乗
揚
海

難
が
相
次
い
で
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
17
年
２
月
、
広
島

地
方
海
難
審
判
庁
・
理
事
所
、
中
国
・
四
国
両
運
輸
局
及
び
第

六
管
区
海
上
保
安
本
部
が
連
携
し
、
春
の
居
眠
り
海
難
の
多
発

期
を
前
に
、「
居
眠
り
運
航
の
撲
滅
に
向
け
て
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
展
開
し
、
海
難
防
止
講
習
会
や
現
場
指
導
を
通
じ
て
内
航

海
運
事
業
者
や
船
舶
の
乗
組
員
に
居
眠
り
運
航
の
撲
滅
を
呼
び

か
け
ま
し
た
。

特集■海難審判行政の新たな展開～21世紀の国民ニーズに応えるために～

（
２
）
情
報
誌
の
発
刊

当
庁
の
情
報
誌
「
マ
イ
ア
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」
を
奇
数
月
に

発
刊
し
て
い
ま
す
。

マ
イ
ア
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
は
、
当
庁
の
主
な
出
来
事
や
海

難
調
査
な
ど
に
関
す
る
国
際
的
な
動
向
の
ほ
か
、
重
大
な
海
難
、

季
節
ご
と
に
繰
り
返
す
海
難
や
話
題
性
の
あ
る
海
難
を
取
り
上

げ
て
、
事
例
を
詳
細
に
分
析
し
、
イ
ラ
ス
ト
を
交
え
て
分
か
り

や
す
く
解
説
し
て
お
り
、
平
成
17
年
３
月
現
在
、
約
２
０
０
０

箇
所
に
Ｅ
メ
ー
ル
な
ど
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

最
近
の
マ
イ
ア
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
は
、「
外
国
船
の
乗
揚
海

難
」、「
霧
中
に
お
け
る
海
難
」、「
旅
客
船
の
海
難
」、「
漁
船
の

海
難
」、「
油
送
船
の
海
難
」、「
春
の
漁
業
と
安
全
航
行
」
な
ど

を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

海
難
防
止
へ
の
取
組
み
は
、
関
係
官
庁
・
団
体
な
ど
と
の
密

接
な
連
携
が
図
ら
れ
て
こ
そ
、
効
果
的
な
活
動
が
で
き
、
そ
の

成
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
頃
か
ら
関
係
官
庁
・

団
体
な
ど
と
の
連
絡
調
整
に
努
め
て
お
り
、
海
難
の
防
止
や
船

員
災
害
防
止
対
策
に
関
す
る
各
種
活
動
や
連
絡
会
議
な
ど
の
場

に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
出
前
教
室
（
海
難
防
止
講
習
会
な
ど
）
の
開
催

当
庁
で
は
、
海
運
、
漁
業
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
関
係
者
や

海
上
工
事
作
業
従
事
者
な
ど
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
職
員
を
講

師
と
し
て
派
遣
し
、
海
難
防
止
講
習
会
や
海
難
審
判
説
明
会
を

全
国
各
地
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

こ
の
講
習
会
で
は
、
受
講
対
象
者
に
応
じ
た
テ
ー
マ
を
選
択

し
、
海
難
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
や
海
難
防
止
策
な
ど
に
つ

い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
般
見
学
者
や
小
中
学
生
が
社
会
見
学
な
ど
で
当
庁

を
訪
れ
た
際
に
も
、
審
判
廷
を
開
放
す
る
な
ど
し
て
、
当
庁
の

仕
事
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、
海
や
船
、
海
上
交
通
ル
ー
ル
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
情
報
提
供

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
海
難
審
判
の
裁
決
が
閲
覧
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
難
分
析
集
や
マ
イ
ア
ニ
ュ
ー
ス
レ

タ
ー
を
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、「
海
上
交
通
ル
ー
ル
の
解
説
」
や

「
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
海
難
」
コ
ー
ナ
ー
な
ど
を
設
け
て
、
分

か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
ま
す
。

関
係
機
関
と
の
連
携

マイアニュースレター

海難防止講習会

訪船指導

海
難
防
止
に
向
け
た
広
報
活
動波方海上技術短期大学校での出前教室
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い
る
機
関
で
す
。

「
海
難
調
査
」
に
関
す
る
実
質
的
な
検
討
は
、
旗
国
小
委
員

会
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
旗
国
小
委
員
会
は
、
海
上
の
安

全
及
び
海
洋
汚
染
防
止
の
た
め
に
旗
国
が
実
施
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
検
討
す
る
た
め
、
海
上
安
全
委
員
会
と
海
洋
環
境
保
護
委
員

会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。
１
９
９
３
年
以
降
毎
年
３
月

に
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
当
庁
は
、
我
が
国
代
表

団
の
一
員
と
し
て「
海
難
統
計
及
び
調
査
」に
つ
い
て
の
検
討
に
参

加
し
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｍ
Ｏ
決
議
「
海
難
及
び
海
上
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
調
査
の
た

め
の
コ
ー
ド
」（A

.849

（20

））
が
規
定
す
る
海
難
調
査
の
共
通

手
法
と
は
、
大
ま
か
に
い
い
ま
す
と
、
各
国
の
海
難
調
査
機
関

を
、
原
因
究
明
の
み
を
行
う
機
関
と
し
て
、
民
事
・
刑
事
そ
の

他
の
機
関
か
ら
独
立
さ
せ
、
関
係
各
国
の
調
査
官
が
海
難
発
生

国
に
集
ま
り
、
同
等
の
権
限
で
、
共
同
調
査
を
行
お
う
と
い
う

も
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
今
回
の
改
正
提
案
で
も
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
コ
ー
ド
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関（
Ｉ
Ｃ
Ａ

Ｏ
）の
調
査
方
式
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
も
の
の
、
基
本
的
な
部
分

に
大
幅
な
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
強
制
化
し

よ
う
と
す
る
と
、
調
査
の
名
の
下
に
各
国
の
主
権
侵
害
を
容
認
す

国
際
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
世
界
の
海
運

も
拡
大
す
る
中
、
多
く
の
人
命
や
船
舶
を
喪
失
す
る
海
難
や
こ

れ
に
起
因
す
る
深
刻
な
海
洋
汚
染
が
依
然
と
し
て
発
生
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
海
難
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
海
難
原
因
を

幅
広
く
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

外
航
海
運
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

ま
す
ま
す
複
雑
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
先
進
海
運
国
の
外
航
船
舶
は
、

経
済
的
な
要
請
か
ら
多
く
が
便
宜
置

籍
化
さ
れ
、
複
雑
な
運
航
形
態
を
と

る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
船
籍
、
船
主
、

運
航
管
理
会
社
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
別

の
国
に
所
属
し
て
い
る
場
合
も
珍
し

く
な
く
、
船
員
の
混
乗
化
も
進
ん
で
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
船
舶
が
、
ひ
と
た
び
海
難
を
起
こ
し
た
場
合
、
効

率
的
か
つ
正
確
に
海
難
の
実
態
を
調
査
す
る
た
め
に
は
、
関
係

各
国
の
調
査
協
力
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
大
規
模
な

海
洋
汚
染
が
発
生
す
れ
ば
、
多
数
の
国
が
被
害
を
受
け
る
こ
と

海
難
調
査
に
お
け
る
国
際
化
及

び
国
際
協
力

〜
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
〜

高
等
海
難
審
判
庁

に
な
り
、
被
害
国
も
そ
の
調
査
活
動
や
原
因
究
明
に
重
大
な
関

心
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
国
際
海
事
機
関
（International
M
aritim

e

O
rganization

）は
、
１
９
９
７
年
の
第
20
回
総
会
に
お
い
て
、

決
議
「
海
難
及
び
海
上
イ
ン
シ
デ
ン
ト
の
調
査
の
た
め
の
コ
ー
ド
」

（A
.849

（20

））を
採
択
し
ま
し
た
。
こ
の
コ
ー
ド
は
、
調
査
手

続
き
の
標
準
化
や
国
際
調
査
協
力
の
枠
組
み
の
構
築
な
ど
を
目

的
と
し
た
も
の
で
、「
コ
ー
ド
実
施
の
た
め
の
調
査
官
を
支
援
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
１
９
９
９
年
の
第
21
回

総
会
で
は
、
新
た
に「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
の
調
査
の
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
付
加
す
る
改
正
決
議（A

.884

（21

））が
採
択
さ

れ
ま
し
た
。

同
コ
ー
ド
の
新
た
な
動
き
と
し
て
、
昨
年
（
２
０
０
４
年
）
Ｉ

Ｍ
Ｏ
の
第
52
回
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
（M

arine
E
nvironm

ent

Protection
C
om
m
ittee

）
及
び
第
79
回
海
上
安
全
委
員
会

（M
aritim

e
Safety

C
om
m
ittee

）
に
、
同
コ
ー
ド
は
採
択
か

ら
６
年
を
経
過
し
て
一
般
的
に
受
け
入
れ
可
能
な
状
況
に
な
っ

た
と
し
て
、
同
コ
ー
ド
に
修
正
を
加
え
、
海
上
人
命
安
全
条
約

（
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
）
の
付
属
書
と
す
る
提
案
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

カ
ナ
ダ
、
バ
ヌ
ア
ツ
共
同
提
案
）
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
提

案
は
、
両
委
員
会
の
下
部
組
織
で
あ
る
旗
国
小
委
員
会
（Flag

State
Im
plem

entation

）
に
お
い
て
、
２
０
０
７
年
ま
で
３

回
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
際
海
事
機
関
は
、
海
事
問
題
を

扱
う
国
際
連
合
の
専
門
機
関
の
一
つ

で
、
主
と
し
て
海
上
に
お
け
る
人
命

の
安
全
、
航
行
の
安
全
、
海
洋
汚
染

の
防
止
な
ど
に
関
す
る
技
術
的
・
法

律
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
政
府
間
の

協
力
の
促
進
、
有
効
な
安
全
対
策
の

採
用
、
条
約
の
採
択
な
ど
を
行
っ
て

国
際
海
事
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）
へ
の
対
応

Ｉ
Ｍ
Ｏ
決
議A

.8
4
9

（2
0

）
改
正
提
案
へ
の
対
応

フアルヨーロッパ乗揚（平成14年　伊豆大島）

FSI会議場（ロンドン）
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こ
の
会
議
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
な
ど
の

公
式
な
会
議
と
異
な
り
、
自
由
に

率
直
な
意
見
交
換
を
行
う
場
と
な

っ
て
お
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
会
議
の
前
哨

戦
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
面
が

あ
り
ま
す
。

２
０
０
４
年
の
第
13
回
会
議
は
、

10
月
４
日
〜
８
日
ま
で
の
５
日
間
、

33
の
国
と
地
域
か
ら
54
名
が
参
加
し

て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
庁
は

こ
の
会
議
で
、
昨
年
９
月
の
第
７
回
ア
ジ
ア
海
難
調
査
官
会
議（
横

浜
）に
お
い
て
提
案
し
た
、「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
海
難
調
査
協

力
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
つ
い
て
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

行
い
、
各
国
調
査
官
か
ら
調
査
協
力
に
関
す
る
実
効
性
の
あ
る
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
高
い
評
価
を
得
る
と
同
時
に
、

我
が
国
を
強
く
印
象
付
け
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
海
難
調
査
官
会
議

（M
arine

A
ccident

Investi-

gator's
Forum

in
A
sia

）
は
、

ア
ジ
ア
地
域
で
の
調
査
協
力
を
推

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当

庁
が
提
唱
し
て
１
９
９
８
年
に
初

め
て
開
催
さ
れ
た
会
議
で
、
第
１

回
会
議
は
、
日
本
、
韓
国
、
中

国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ほ
か
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
と
し
て
米
国
沿
岸
警
備
隊

極
東
事
務
所
の
各
調
査
官
が
参
加

し
て
行
わ
れ
、
以
後
参
加
者
を
増
や
し
な
が
ら
毎
年
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
一
昨
年
、
香
港
で
開
催
さ
れ
た
第
６
回
会
議
で
憲

章
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
現
在
の
名
称
に
変
更
さ
れ
、
当

庁
は
こ
れ
ま
で
第
１
回
（
東
京
）、
第
３
回
（
東
京
）
及
び
第
７

回
会
議
（
横
浜
）
を
主
催
し
、
昨
年
の
第
７
回
会
議
に
は
、
13

特集■海難審判行政の新たな展開～21世紀の国民ニーズに応えるために～

る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
航
空
と
環
境
の
異
な
る
海

運
に
、
そ
の
ま
ま
適
合
し
な
い
問
題
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

①
海
難
発
生
数
は
航
空
機
の
事
故
数
よ
り
格
段
に
多
い
た
め
、

関
係
各
国
に
多
大
な
費
用
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
こ
と
。

②
海
難
船
舶
は
最
小
限
の
修
理
を
し
て
航
海
に
復
帰
す
る
こ

と
か
ら
、
全
損
の
場
合
な
ど
を
除
い
て
、
乗
組
員
や
船
舶

は
、
調
査
官
の
参
集
を
待
つ
こ
と
な
く
、
帰
国
し
た
り
、
出

港
し
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
。

③
主
要
な
調
査
対
象
と
さ
れ
て
い
る
船
舶
管
理
会
社
な
ど
は
、

世
界
に
分
散
し
て
お
り
、
海
難
発
生
国
で
調
査
で
き
る
こ

と
は
ま
れ
で
あ
る
こ
と
。

④
沿
岸
国
に
在
住
す
る
海
難
関
係
者
は
、
言
語
の
問
題
か
ら
結

局
の
と
こ
ろ
沿
岸
国
調
査
官
が
調
べ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
。

⑤
航
空
機
事
故
の
場
合
、
設
計
・
製
造
国
が
参
加
し
な
け
れ

ば
、
踏
み
込
ん
だ
原
因
究
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
が
多
い
が
、
海
難
の
場
合
、
船
舶
は
Ｉ
Ｍ
Ｏ
規
則
に
準

じ
て
建
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
国
の
調
査
官
が
集

ま
る
ま
で
も
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
。

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

当
庁
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
決
の
う
え
、
海
運

先
進
国
と
し
て
、
現
実
に
即
し
有
効
に
機
能
す
る
コ
ー
ド
と
な

る
よ
う
、
積
極
的
に
対
応
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。「
国
際
海

難
調
査
官
会
議
」
や
「
ア
ジ
ア
海
難
調
査
官
会
議
」
な
ど
に
お

い
て
、
コ
ー
ド
の
不
十
分
な
点
を
補
う
提
案
な
ど
を
行
っ
て
お

り
、
そ
れ
ら
を
今
後
の
Ｉ
Ｍ
Ｏ
の
場
に
反
映
さ
せ
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

国
際
海
難
調
査
官
会
議（M

arine
A
ccident

Investigator's

International
Forum

）は
、
海
上
の
安
全
と
海
洋
汚
染
の
防
止

に
資
す
る
た
め
、
各
国
の
海
難
調
査
官
相
互
の
協
力
・
連
携
を

維
持
発
展
さ
せ
、
海
難
調
査
に
お
け
る
国
際
協
力
の
促
進
・
向

上
を
目
的
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
運
輸
安
全
局
の
提
唱
に
よ
り
、
１

９
９
２
年
か
ら
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
国
際
会
議
で
す
。

の
国
と
地
域
か
ら
23
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
第
７
回
会
議
で
当
庁
は
、
か
ね
て
か
ら
主
張
し
て
い
る
、

「
各
国
の
調
査
官
が
在
国
の
ま
ま
で
調
査
協
力
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
海
難
調
査
協
力
体
制
」
を
構
築
す
る
た
め
の「
ア
ジ
ア
地
域
に

お
け
る
海
難
調
査
協
力
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
提
案
し
、
基

本
的
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、い
く
つ
か
の

用
語
の
修
正
を
行
っ
て
完
成
す
る
運
び
と
な
っ
て
い
ま
す
。

提
案
し
た
協
力
方
法
は
、
各
国
調
査
官
が
在
国
の
ま
ま
で
調

査
協
力
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
調
査
を
実
施
す
る
際
に
各
国

の
主
権
侵
害
の
問
題
が
発
生
し
な
い
利
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
点
を
、
今
後
の
旗
国
小
委
員
会
に
お
け
る
前
記
コ
ー
ド
改

正
審
議
に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

当
庁
は
、
海
難
調
査
に
お
け
る
相
互
理
解
と
協
力
を
促
進
す

る
た
め
の
二
国
間
協
議
を
積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
、
韓
国
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
中
国
、
ロ
シ
ア
と
の

間
で
協
議
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
韓
国
と
は
長
官
級
会
議
を
双
方

の
国
で
開
催
し
、
以
後
、
実
務
者
会
議
を
毎
年
開
催
し
て
、
調
査

協
力
、
情
報
の
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
地
域
の
海

難
調
査
制
度
未
整
備
国
に
対
す
る
支
援
も
計
画
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
平
成
17
年
度
は
、
国
際
協
力
機
構（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

の
事
業
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
の
短
期
派
遣
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

海
難
審
判
庁
は
、
海
運
先
進
国
の

責
務
と
し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
に
お
け
る
国

際
海
難
調
査
協
力
体
制
の
構
築
の
動

き
に
対
し
て
、
前
記
コ
ー
ド
が
有
効

に
機
能
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
積

極
的
に
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
ア

ジ
ア
地
域
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

国
際
海
難
調
査
官
会
議
（
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
）

MAIFA7（横浜）

ア
ジ
ア
海
難
調
査
官
会
議
（
Ｍ
Ａ
Ｉ
Ｆ
Ａ
）

ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

二
国
間
協
議
等
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海
難
調
査
は
、
海
難
関
係
人
と
直
接
面
接
し
て
事
情
聴
取
を

行
う
面
接
調
査
を
は
じ
め
、
海
難
関
係
人
に
陳
述
書
・
報
告
書
・

日
誌
・
書
類
な
ど
の
提
出
を
求
め
た
り
、
船
舶
や
事
故
現
場
に

赴
い
て
の
実
地
検
査
、
さ
ら
に
は
、
専
門
家
の
鑑
定
、
公
務
所

（
官
庁
）
へ
の
照
会
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、
海
難
原
因
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
の
証
拠
の
集
取
を
行
っ
て
い
ま
す
。

面
接
調
査
に
お
い
て
は
、
船
舶
を
操
船
し
て
い
た
船
長
な
ど

の
乗
組
員
や
旅
客
そ
の
他
の
乗
船
者
か
ら
事
故
当
時
の
状
況
を

聴
取
し
、
ま
た
、
船
舶
所
有
者
、
船
舶
管
理
会
社
、
船
舶
管
理

人
、
運
航
管
理
者
な
ど
か
ら
も
、
船
の
管
理
・
運
航
状
況
を
聴

取
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
概
念
を
取
り
入
れ
た
背
景

要
因
な
ど
を
詳
細
に
調
査
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
実
地
検
査
に

お
い
て
は
、
船
舶
や
事
故
現
場
な
ど
に
お
い
て
、
関
係
者
の
立

会
い
の
も
と
、
船
体
の
構
造
・
設
備
・
状
況
、
海
域
の
状
況
な

ど
を
詳
細
に
検
査
し
て
い
ま
す
。

四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
我
が
国
で
は
、
海
運
が
、
貿
易
物
資

を
は
じ
め
、
鉄
鋼
・
石
油
製
品
な
ど
の
産
業
基
礎
物
資
の
輸
送

を
担
っ
て
お
り
、
臨
海
部
に
工
業
地
帯
を
擁
す
る
東
京
湾
、
伊

勢
湾
及
び
瀬
戸
内
海
に
お
い
て
は
、
原
材
料
や
製
品
を
輸
送
す

る
貨
物
船
や
旅
客
船
・
フ
ェ
リ
ー
に
加
え
、
漁
船
の
操
業
や
海

洋
レ
ジ
ャ
ー
活
動
も
活
発
で
、
海
上
交
通
は
著
し
く
輻
輳

ふ
く
そ
う

し
た

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
地
に
航
海
の
難
所
と
言
わ

れ
る
狭
く
て
潮
流
が
速
い
水
道
が
形
成
さ
れ
、
さ
ら
に
、
濃
霧
の

発
生
や
台
風
の
接
近
な
ど
、
地
理
的
・
自
然
的
条
件
が
厳
し
い
た

め
、
年
間
を
通
じ
て
絶
え
間
な
く
海
難
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

平
成
16
年
に
は
、
観
測
史
上
最
多
と
な
る
10
個
の
台
風
が
上

陸
し
、
日
本
列
島
に
大
き
な
爪
痕
を
残
し
ま
し
た
。
海
上
に
お

い
て
も
、
台
風
を
避
け
て
錨
泊

び
ょ
う
は
く

中
の
船
舶
が
、
暴
風
に
よ
り
錨

い
か
り

が
ひ
け
て
流
さ
れ
、
付
近
の
海
岸
や
防
波
堤
に
打
ち
寄
せ
ら
れ

る
な
ど
、
台
風
に
不
慣
れ
な
外
国
船
の
海
難
が
相
次
ぎ
、
尊
い

人
命
や
貴
重
な
財
産
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

絶
え
間
な
く
発
生
す
る
海
難

〜
迅
速
な
海
難
調
査
と
審
判
開
始
の
申
立
〜

高
等
海
難
審
判
庁

海
難
審
判
庁
で
は
、
我
が
国
の
領
海
内
及
び
内
陸
部
の
河
川

や
湖
沼
に
お
い
て
発
生
し
た
外
国
船
を
含
む
す
べ
て
の
海
難
、
そ

し
て
世
界
中
の
海
域
で
発
生
し
た
日
本
船
の
海
難
は
、
海
難
審

判
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

近
年
、
日
本
船
籍
の
外
航
船
が
減
少
し
て
い
る
中
、
外
国
船

の
本
邦
へ
の
寄
港
が
増
加
し
、
平
成
14
年
12
月
茨
城
県
日
立
港

で
乗
り
揚
げ
た
北
朝
鮮
籍
の
貨
物
船
チ
ル
ソ
ン
を
は
じ
め
、
毎

年
１
５
０
｜
１
９
０
隻
の
外
国
船
の
海
難
が
発
生
し
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
外
国
船
に
対
し
て
も
、
日
本
船
と
同
様
に
海
難
の
調
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
方
海
難
審
判
理
事
所
で
は
、
海
難
情
報
を
入
手
し
た
と
き

は
、
直
ち
に
海
難
の
態
様
、
損
傷
の
程
度
な
ど
の
基
本
的
な
調

査
を
行
い
、
こ
の
う
ち
、
海
難
審
判
に
よ
っ
て
原
因
の
究
明
が

必
要
な
海
難
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
調
査
を
進
め
ま
す
。

こ
う
し
た
海
難
は
、
人
の
行
為
だ
け
で
な
く
、
船
舶
の
構
造
・

設
備
・
性
能
、
運
航
形
態
、
海
上
交
通
環
境
、
自
然
条
件
な
ど
の

複
雑
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、

ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
概
念
を
取
り
入
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
詳
細
に
事
実
関
係
を
調
査
し
、
原
因
の
特
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

海
難
の
調
査

インドネシア船 トリアルディアント

山口県笠戸島（台風18号）

ロシア船

アントニーナネジダノバ

伏木富山港（台風23号）

北朝鮮籍貨物船チルソン乗揚（日立港）
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①
　
迅
速
な
海
難
調
査

神
戸
地
方
海
難
審
判
理
事
所
は
、
理
事
官
を
事
故
現
場
に
派

遣
す
る
な
ど
し
て
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

本
件
で
は
、
ヨ
ッ
ト
を
操
縦
し
て
い
た
船
長
が
死
亡
し
た
た

め
、
救
助
さ
れ
た
乗
船
者
に
対
す
る
面
接
調
査
が
行
わ
れ
、
事

故
に
至
る
経
緯
や
救
命
胴
衣
の
着
用
状
況
な
ど
に
つ
い
て
の
聴

取
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ヨ
ッ
ト
を
保
管
管
理
し
て
い
た

ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
の
関
係
者
な
ど
に
対
し
て
も
面
接
調
査
が
行
わ

れ
、
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
安
全
対
策
の
実
施
状
況
な
ど
に

つ
い
て
も
詳
細
な
聴
取
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
事
故
発
生
地
点
の
湖
面
で
の
実
地
検
査
や
湖
底
か
ら

引
き
揚
げ
ら
れ
た
ヨ
ッ
ト
の
船
体
検
査
な
ど
が
行
わ
れ
、
事
故

発
生
地
点
の
状
況
、
船
体
構
造
・
設
備
な
ど
事
故
原
因
の
究
明

に
必
要
な
証
拠
の
集
取
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

特集■海難審判行政の新たな展開～21世紀の国民ニーズに応えるために～

地
方
海
難
審
判
理
事
所
は
、
調
査
の
結
果
、
海
難
の
再
発
防

止
の
た
め
に
、
審
判
に
よ
っ
て
そ
の
実
体
を
審
理
し
、
原
因
を

究
明
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
海
難
の
原
因
に
関
係
あ
る

海
技
従
事
者
ま
た
は
水
先
人
を
受
審
人
に
、
そ
の
他
の
海
難
の

原
因
に
関
係
あ
る
人
ま
た
は
法
人
を
指
定
海
難
関
係
人
に
指
定

し
て
、
地
方
海
難
審
判
庁
に
対
し
、
審
判
開
始
の
申
立
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
外
国
船
の
場
合
は
、
船
長
な
ど
が
我
が
国
の
海

技
資
格
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
船
長
な
ど
を
指
定
海
難

関
係
人
に
指
定
し
て
審
判
開
始
の
申
立
を
行
い
ま
す
。

地
方
海
難
審
判
理
事
所
で
は
、
毎
年
約
６
千
件
の
海
難
情
報

を
入
手
し
、
そ
の
う
ち
約
８
０
０
件
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を

行
い
、
審
判
開
始
の
申
立
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
平
成
15
年
９
月
滋
賀
県
琵
琶
湖
に
お
い
て
発
生

し
た
ヨ
ッ
ト
沈
没
事
件
か
ら
海
難
調
査
の
流
れ
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
事
件
は
、
大
人
７
人
と
子
供
５
人
を
乗
せ
た
ヨ
ッ
ト
が
、

琵
琶
湖
で
帆
走
中
に
強
風
を
受
け
て
転
覆
、
短
時
間
の
う
ち
に

沈
没
し
た
も
の
で
、
救
命
胴
衣
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
大
人

４
人
と
子
供
３
人
が
死
亡
・
行
方
不
明
に
な
る
と
い
う
悲
惨
な

も
の
と
な
り
ま
し
た
。

②
　
科
学
的
な
原
因
調
査

関
係
者
か
ら
の
事
情
聴
取
や
ヨ
ッ
ト
の
船
体
検
査
結
果
な
ど

か
ら
、
本
件
で
は
、
転
覆
・
沈
没
原
因
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
科

学
的
な
解
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
、

・
非
浸
水
時
及
び
浸
水
時
に
お
け
る
復
原
力
の
計
算

・
タ
ッ
キ
ン
グ
後
、
転
覆
に
至
る
条
件
の
計
算

・
模
型
実
験
に
よ
る
転
覆
・
復
原
・
沈
没
に
至
る
条
件
の
推
定

の
各
項
目
に
つ
い
て
、
大
学
に
鑑
定
を
依
頼
し
ま
し
た
。

鑑
定
を
依
頼
さ
れ
た
大
学
で
は
、
実
物
の
約
六
分
の
一
の
模

型
を
製
作
し
て
水
槽
実
験
な
ど
を
繰
り
返
し
行
い
、
転
覆
・
沈

没
に
至
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
て
鑑
定
書
を
作
成
し
ま
し
た
。

③
　
審
判
開
始
の
申
立

こ
う
し
て
、
神
戸
地
方
海
難
審
判
理
事
所
で
は
、
海
難
調
査

を
終
了
し
、
発
生
か
ら
約
４
か
月
後
の
平
成
16
年
１
月
、
神
戸

地
方
海
難
審
判
庁
に
対
し
て
審
判
開
始
の
申
立
を
行
い
ま
し
た
。

海
難
審
判
開
始
の
申
立

重
大
事
件
に
お
け
る
海
難
調
査

湖底から引き揚げられたヨット

ヨット船体の検査

死亡・行方不明者の発生状況

（平成16年申立海難事件）

鑑定用ヨットの模型
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２
　
高
等
海
難
審
判
庁
で
の
第
二
審

理
事
官
、
受
審
人
及
び
補
佐
人
は
、
地
方
海
難
審
判
庁
の
言
い

渡
し
た
裁
決
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
高
等
海
難
審
判
庁

（
東
京
）に
第
二
審
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
二
審
は
、

審
判
官
５
人
で
構
成
す
る
合
議
体
に
よ
り
、
改
め
て
事
実
の
審
理

を
行
い
、
原
因
を
究
明
し
て
裁
決
を
言
い
渡
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
第
二
審
の
裁
決
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
東

京
高
等
裁
判
所
に
裁
決
取
消
の
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

３
　
外
国
船
に
対
す
る
海
難
審
判
及
び
勧
告

近
年
、
我
が
国
の
領
海
内
に
お
い
て
、
地
理
や
気
象
・
海
象

に
不
案
内
な
外
国
船
の
海
難
が
多
発
し
て
お
り
、
放
置
さ
れ
た

船
体
や
流
出
し
た
燃
料
油
な
ど
に
よ
っ
て
、
漁
業
資
源
に
深
刻

な
打
撃
を
与
え
た
り
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

当
庁
で
は
、
こ
う
し
た
外
国
船
の
海
難
に
つ
い
て
も
日
本
船

と
同
様
に
海
難
調
査
を
行
い
、
原
因
究
明
と
再
発
防
止
の
た
め

に
海
難
審
判
を
行
っ
て
い
ま
す
。
我
が
国
の
海
技
資
格
を
有
し

て
い
な
い
外
国
人
船
長
な
ど
に
対
し
て
は
、
行
政
処
分
を
行
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
海
難
防
止
の
見
地
か
ら
改
善
の
必
要

が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

当
該
船
舶
の
船
長
な
ど
に

対
し
て「
勧
告
」
を
行
っ
て
是

正
を
求
め
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
平
成
14
年

茨
城
県
日
立
港
で
乗
り
揚

げ
て
船
体
を
放
置
し
た
北

朝
鮮
籍
の
貨
物
船
チ
ル
ソ

ン
に
対
し
て
勧
告
し
た
ほ

か
、
平
成
16
年
北
海
道
納

沙
布
岬
沖
で
乗
り
揚
げ
た

ロ
シ
ア
船
に
対
し
て
も
勧

告
を
行
い
ま
し
た
。

海
難
審
判
は
、
海
難
の
原
因
究
明
と
再
発
防
止
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
原
因
究
明
と
と
も
に
、
海
難

原
因
に
関
係
が
あ
る
海
技
従
事
者
ま
た
は
水
先
人
（
受
審
人
）
の

懲
戒
と
、
そ
れ
以
外
の
海
難
原
因
に
関
係
あ
る
人
ま
た
は
法
人

（
指
定
海
難
関
係
人
）
で
あ
る
海
運
会
社
、
造
船
会
社
、
船
舶
所

有
者
、
船
舶
管
理
会
社
、
船
舶
管
理
人
、
運
航
管
理
者
、
無
免

許
で
操
船
し
て
い
た
乗
組
員
な
ど
に
対
し
て
、
海
難
防
止
策
を

講
じ
る
よ
う
、
勧
告
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

１
　
地
方
海
難
審
判
庁
に
お
け
る
海
難
審
判

海
難
審
判
は
、
二
審
制
を
採
っ
て
お
り
、
地
方
海
難
審
判
庁

に
お
い
て
第
一
審
の
審
判
を
行
い
ま
す
。

第
一
審
は
、
審
判
官
３
人
で
構
成
す
る
合
議
体
、
理
事
官
、
受

審
人
、
指
定
海
難
関
係
人
及
び
補
佐
人
に
よ
っ
て
審
判
が
行
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
海
難
の
原
因
が
、
人
の
行
為
だ
け
で
な
く
、
船

舶
の
構
造
・
設
備
・
性
能
、
運
航
形
態
、
乗
組
員
の
状
況
、
海

上
交
通
環
境
、
自
然
条
件
な
ど
の
要
因
が
複
雑
に
絡
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
証
人
や
鑑
定
人
な
ど
に
も
出
頭
を

求
め
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
ー
概
念
を
取
り
入
れ
て
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
深
く
海
難
の
原
因
を
究
明
し
て
い
ま
す
。

審
理
の
結
果
、
裁
決
に
よ
っ
て
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
審
判

高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
原
因
究
明

〜
重
大
事
件
に
み
る
海
難
審
判
〜

高
等
海
難
審
判
庁

は
裁
決
の
言
渡
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。

地
方
海
難
審
判
庁
で
は
、
原
因
の
究
明
が
、
迅
速
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
的
確
な
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
海

難
防
止
対
策
を
講
じ
る
た
め
の
有
用
な
情
報
と
な
る
こ
と
か
ら
、

迅
速
か
つ
慎
重
な
審
理
と
早
期
言
渡
に
努
め
て
い
ま
す
。

海
難
審
判
の
目
的

北朝鮮籍貨物船チルソン乗揚（日立港）
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載
し
た
検
査
調
書
、
ヨ
ッ
ト
の
転
覆
・
沈
没
原
因
を
解
析
し
た

鑑
定
書
な
ど
多
数
の
証
拠
が
採
用
さ
れ
て
、
そ
の
取
調
が
入
念

に
行
わ
れ
、
続
い
て
指
定
海
難
関
係
人
、
証
人
、
鑑
定
人
の
順

に
尋
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

関
係
者
の
尋
問
で
は
、
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
の
関
係
者
か
ら
始
ま

り
、
救
助
さ
れ
た
ヨ
ッ
ト
の
乗
船
者
、
ヨ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
な
ど

の
証
人
が
次
々
と
証
言
を
行
い
、
最
後
に
ヨ
ッ
ト
の
鑑
定
を
行

っ
た
鑑
定
人
が
証
言
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
審
理
の
中
で
は
、
ヨ
ッ
ト
は
な
ぜ
転
覆
し
た
の
か
、
復
原
性

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
な
ぜ
急
速
に
キ
ャ
ビ
ン（
前
部
船
室
）内
に

大
量
の
水
が
入
っ
て
沈
没
し
た
か
、
ど
う
し
て
多
数
の
犠
牲
者
が

出
た
か
と
い
っ
た
ヨ
ッ
ト
の
転
覆
・
沈
没
原
因
な
ど
に
つ
い
て
、
鑑
定

書
や
鑑
定
証
人
を
は
じ
め
関
係
者
の
証
言
を
も
と
に
専
門
的
・
科

学
的
な
見
地
か
ら
原
因
究
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
関
係
者
の
尋
問
で
は
、
ヨ
ッ
ト
の
操
縦
、
船
長
か
ら

の
救
命
胴
衣
の
着
用
に
つ
い
て
の
指
示
の
有
無
、
事
故
に
至
る

ま
で
の
経
緯
、
転
覆
・
沈
没
時
の
状
況
、
さ
ら
に
、
ヨ
ッ
ト
ク

ラ
ブ
に
お
け
る
安
全
対
策
の
実
施
状
況
な
ど
を
中
心
に
審
理
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。

③
　
理
事
官
の
意
見
陳
述
と
補
佐
人
の
弁
論

証
拠
調
の
後
、
刑
事
裁
判
で
の
検
察
官
の
論
告
に
当
た
る
理

事
官
か
ら
の
理
事
官
意
見
の
陳
述
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
に

特集■海難審判行政の新たな展開～21世紀の国民ニーズに応えるために～

４
　
重
大
海
難
に
み
る
海
難
審
判

前
節
の
「
海
難
調
査
」
の
中
で
取
り
上
げ
た
ヨ
ッ
ト
沈
没
事

件
か
ら
海
難
審
判
の
流
れ
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
事
件
で
は
、
ヨ
ッ
ト
が
転
覆
・
沈
没
し
た
こ
と
と
、
多

数
の
乗
船
者
が
死
亡
・
行
方
不
明
と
な
っ
た
点
を
重
視
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
原
因
究
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

（
１
）
海
難
審
判
の
開
始

神
戸
地
方
海
難
審
判
庁
で

は
、
転
覆
・
沈
没
原
因
に
つ

い
て
、
専
門
的
・
科
学
的
に

究
明
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
審
判
官
３
人
と
参
審

員
２
人
の
５
人
で
合
議
体
を

構
成
し
、
平
成
16
年
５
月
、

多
数
の
報
道
関
係
者
や
一
般

傍
聴
者
が
傍
聴
す
る
中
で
、

第
１
回
海
難
審
判
が
開
か
れ

ま
し
た
。

（
２
）
審
理
の
状
況

①
　
冒
頭
手
続

海
難
審
判
で
は
、
通
常
、
船
長
な
ど
受
審
人
に
指
定
さ
れ
た

者
に
対
す
る
人
定
尋
問
か
ら
入
り
ま
す
が
、
本
件
で
は
、
ヨ
ッ

ト
を
操
縦
し
て
い
た
船
長
が
死
亡
し
た
た
め
、
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ

な
ど
の
指
定
海
難
関
係
人
に
対
す
る
人
定
尋
問
か
ら
始
ま
り
、
次

に
、
理
事
官
か
ら
、
刑
事
裁
判
で
の
起
訴
状
の
朗
読
と
冒
頭
陳

述
に
当
た
る
事
実
の
概
要
と
審
判
開
始
の
申
立
理
由
の
陳
述
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

②
　
証
拠
調

証
拠
調
で
は
、
関
係
者
の
供
述
を
録
取
し
た
質
問
調
書
、
事

故
現
場
の
実
地
検
査
や
ヨ
ッ
ト
の
船
体
検
査
な
ど
の
結
果
を
記

対
し
て
補
佐
人
の
弁
論
が
行
わ
れ
、
最
後
に
指
定
海
難
関
係
人

の
最
終
意
見
陳
述
が
行
わ
れ
て
、
７
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た

海
難
審
判
も
結
審
と
な
り
ま
し
た
。

④
　
裁
決
の
言
渡

こ
う
し
て
、
平
成
17
年
３
月
の
第
８
回
海
難
審
判
に
お
い
て
、

ヨ
ッ
ト
沈
没
事
件
の
裁
決
言
渡
が
行
わ
れ
、
海
難
の
原
因
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
第
一
審
が
終
了
し
ま
し
た
。

裁
決
で
は
、
ヨ
ッ
ト
が
タ
ッ
キ
ン
グ
中
に
強
風
を
受
け
た
際
、

メ
イ
ン
セ
ー
ル
に
受
け
た
風
圧
を
逃
が
す
こ
と
が
で
き
ず
に
大

傾
斜
し
て
転
覆
を
招
き
、
キ
ャ
ビ
ン
上
部
の
換
気
孔
か
ら
室
内

の
空
気
が
抜
け
て
キ
ャ
ビ
ン
出
入
口
か
ら
大
量
の
水
が
入
り
、
浮

力
を
失
っ
た
こ
と
が
沈
没
に
至
っ
た
原
因
で
あ
っ
た
と
し
、
多

数
の
犠
牲
者
が
出
た
の
は
、
乗
船
者
に
対
す
る
救
命
胴
衣
の
着

用
な
ど
の
適
切
な
指
示
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
摘
示
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
な
ど
の
指
定
海
難
関
係
人
に
対
し
て

は
、
海
難
の
原

因
を
な
し
た
も

の
と
は
い
え
な

い
旨
が
言
い
渡

さ
れ
ま
し
た
。

ヨット沈没事件の審判廷

鑑
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